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様式第二十二号の二（第八条、第九条関係）

　(1)商号又は名称　(2)営業所の名称、所在地又は業種　(3)資本金額　(4)役員等の氏名　(5)個人業者の氏名

　(6)支配人の氏名　(7)建設業法施行令第３条に規定する使用人 (8)　建設業法第7条第2号　に規定する営業所に置かれる専任の技術者

建設業法第15条第2号

について変更があつたので届出をします。

殿

許可年月日

◎【商号又は名称、代表者又は個人の氏名、主たる営業所の所在地、資本金額等の変更に関する入力事項】

連絡先

ファックス番号　　０８２－５１１－６１８９

所属等　　建設産業課 氏名　　中国　一郎 電話番号　　０８２－２２１－９２３１

0 （千円）
又 は 出 資 総 額

, ,
6 0 0 0

資 本 金 額
４ ４

3 5 10

3 12 2 1 － 9 2電 話 番 号郵 便 番 号 ４ ３ 7 3

20

0 8 2 －0 － 0 0 1 3

3 5 6 10 15

23 25 30 35 40

20

主たる営業 所の
所 在 地

４ ２ 八

0 1 都道府県名 広島県 市区町村名 広島市中区

丁 堀 2 － 1 5

3 5 10 15

主たる営業 所の
所在地市区 町村
コ ー ド

3 5

４ １ 3 4 1

太 郎

3 5 10

代 表 者 又 は
個 人 の 氏 名

４ ０ 中 国

ウウ ゴ ク 　 タ ロ
代表者又は 個人
の氏名のフリガナ

３ ９ チ ュ

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

） 中 国 建 設商 号 又 は 名 称 ３ ８ （ 株

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

ツウ ゴ ク ケ ン セ
商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

３ ７ チ ュ

　変更の内容が、次の◎【商号又は名称、代表者又は個人の氏名、主たる営業所の所在地、資本金額等の変更に関する入力事項】又は第二面の◎【営業
しようとする建設業、従たる営業所の所在地の変更、新設、廃止に関する入力事項】の各欄に掲げる事項に係る場合には、該当する欄にも変更後の内容
を記入すること。

3 5 10 15 20

代表者（ 申請人） 中国　 一二三 中国　 太郎 令和〇年4月1日

営業所の所在地 広島県広島市中区上八丁堀６ －３ ０ 広島県広島市中区八丁堀２ －１ ５ 令和〇年4月1日 本店

役員等 中国　 一二三 － 令和〇年4月1日 退任

株主等 中国　 次郎 令和〇年4月1日

商号 株式会社　 中国組 株式会社　 中国建設 令和〇年4月1日

資本金額 20, 000千円 40, 000千円 令和〇年4月1日

記

届　出　事　項 変　　更　　前 変　　更　　後 変更年月日 備　　　　　考

9 0 1 2 3法 人 番 号 ３ ６ 1 2

3 5 10 15

3 4 5 6 7 8

0 4 月 0 1 日5 号 令和 0 5 年第 0 1 2 3 4
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
　　　知事 特

許 可 番 号 ３ ５ 0 0

項 番

大臣
コード

知事

3

下記のとおり、

令和　〇　年　４ 　月　１ 　日

　
　 　 　 　 広島県広島市中区八丁堀２ －１ ５
　 　 　 　 株式会社　 中国建設
　 　 　 　 　 代表取締役　 中国　 太郎

中国地方整備局長

北海道開発局長

知事 届出者

10 11 13 155

（用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ６

変　更　届　出　書

（第一面）

0 5

（１）～（８）に届出事項に該当するものがある場合は〇をつけ

項番41に続く住所を記入。
「丁目」「番」及び「号」についてはハ
イフンを用いて記入する。二桁以上の数
字については一桁ずつ記入する。

大臣許可は０ 許可取得年度

・法人である場合は本店の所在地、商号又は名称、代
表者氏名を記載する。ここでいう本店とは「主たる営
業所」をいう。
・「主たる営業所」が本社と異なる場合は登記上・事
実上住所を並記する。
・許可申請書類の作成等を代理人を通じて行う場合は、
申請者に加え、その者の氏名も併記する。

複数の許可を受けている場合
は、現在有効な許可日のうち
最も古いものを記入する。

変更年月日は事実日を記載する。
役員の就退任の場合は、登記事
項証明書に記載されている日付
（就任日、退任日）を記載する。

営業所の情報に変更が
あった場合は、別途第二
面の提出が必要。

法人の種類は略字で記入。
(株)、(有)、(資)、(名)

届出時の資本金を千円単位で右詰
めで記入。（千円未満切り捨て）

法人の種類のフリガ
ナは記入しない。

総務省編「全国地方公共団体コー
ド」より、該当コードの５桁を記入
する。

コードに含まれる都道府県、
市区町村名を記入。

項番３７～４４は、変更
があった部分のみ記入。
変更がない場合は記載不
要。

濁点、半濁点を有する文字は
一文字として記入する。

局番との間はハイフ
ンで継ぎ左詰めで記
入する。

〇〇 〇 〇 〇

営業所技術者等や業種
の変更が生じた営業所
名を記載

届出事項の書き方は別添「主な記載例」を参照
して記載すること。
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様式第二十二号の二（第八条、第九条関係）

　(1)商号又は名称　(2)営業所の名称、所在地又は業種　(3)資本金額　(4)役員等の氏名　(5)個人業者の氏名

　(6)支配人の氏名　(7)建設業法施行令第３条に規定する使用人 (8)　建設業法第7条第2号　に規定する営業所に置かれる専任の技術者

建設業法第15条第2号

について変更があつたので届出をします。

　殿

許可年月日

◎【商号又は名称、代表者又は個人の氏名、主たる営業所の所在地、資本金額等の変更に関する入力事項】

連絡先

ファックス番号　　０ ４ ８ －６ ０ ０ －××××

所属等　　建設産業第一課 氏名　　中国　一郎 電話番号　　０ ４ ８ －６ ０ １ －３ １ ５ １

（千円）
又 は 出 資 総 額

, ,

資 本 金 額
４ ４

3 5 10

電 話 番 号郵 便 番 号 ４ ３

20

－

3 5 6 10 15

23 25 30 35 40

20

主たる営業 所の
所 在 地

４ ２

都道府県名 市区町村名

3 5 10 15

主たる営業 所の
所在地市区 町村
コ ー ド

3 5

４ １

3 5 10

代 表 者 又 は
個 人 の 氏 名

４ ０

代表者又は 個人
の氏名のフリガナ

３ ９

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

商 号 又 は 名 称 ３ ８

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

３ ７

　変更の内容が、次の◎【商号又は名称、代表者又は個人の氏名、主たる営業所の所在地、資本金額等の変更に関する入力事項】又は第二面の◎【営業
しようとする建設業、従たる営業所の所在地の変更、新設、廃止に関する入力事項】の各欄に掲げる事項に係る場合には、該当する欄にも変更後の内容
を記入すること。

3 5 10 15 20

専任技術者の営業所及び担当
業種の変更 近畿　五郎（建、内） 近畿　六郎（建、内） 令和〇年4月1日 神戸営業所

" 近畿　六郎（建） 近畿　五郎（建） 令和〇年4月1日 京都営業所

営業所の所在地の変更 大阪府大阪市中央区大手前２－１－３ 大阪府大阪市中央区大手前１－５－４４ 令和〇年4月1日 大阪営業所

令３条使用人の変更 近畿　三郎 近畿　四郎 令和〇年4月1日 大阪営業所

営業所の業種の廃止 土、建、管、内 土、建 令和〇年4月1日 和歌山営業所

専任技術者の変更 近畿　 一郎（ 土、 建、 管、 内） 近畿　二郎（土、建） 令和〇年4月1日 和歌山営業所

営業所の業種の追加 土、建 土、建、管 令和〇年4月1日 滋賀営業所

専任技術者の業種の変更 近畿　花子（土、建） 近畿　花子（土、建、管） 令和〇年4月1日 滋賀営業所

令３条使用人の削除 中国　八郎 － 令和〇年4月1日 茨城営業所

専任技術者の削除 中国　八郎 － 令和〇年4月1日 茨城営業所

専任技術者の追加 － 中国　九郎 令和〇年4月1日 神奈川営業所

従たる営業所の廃止 茨城営業所 － 令和〇年4月1日

従たる営業所の新設 － 神奈川営業所 令和〇年4月1日

令3条使用人の追加 － 中国　九郎 令和〇年4月1日 神奈川営業所

　　　知事

記

届　出　事　項 変　　更　　前 変　　更　　後 変更年月日 備　　　　　考

9 0 1 2 3法 人 番 号 ３ ６ 1 2

3 5 10 15

3 4 5 6 7 8

3

0 4 月 0 1 日5 号 令和 0 5 年第 0 1 2 3 4許可（
般

－ ）
特

国土交通大臣

下記のとおり、

令和　〇　年　４ 　月　１ 　日

　 　 　 　 （ 登記上） 広島県広島市中区上八丁堀６ －３ ０
　 　 　 　 （ 事実上） 広島県広島市中区八丁堀２ 番１ ５ 号
　 　 　 　 株式会社　 中国建設
　 　 　 　 　 代表取締役　 中国　 太郎

中国地方整備局長

北海道開発局長

知事 届出者

10 11 13 155

許 可 番 号 ３ ５ 0 0

項 番

大臣
コード

知事

（用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ６

変　更　届　出　書

（第一面）

0 5

営業所の情報に変更があった場合は、別途第二面の提出が
必要。

営業所の新設・廃止の場合は、令３条
使用人及び営業所技術者等を必ず記載
すること。
第二面を必ず添付すること。

営業所技術者等が置かれる営業所の変更と担
当業種の変更を同時に行う場合、様式第八号
の提出は「区分３＆区分４(追加と削除)」で
はなく「区分２(業種・区分の変更)」で変更
を行う。

〇〇
〇
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様式第二十二号の二（第八条、第九条関係）

　(1)商号又は名称　(2)営業所の名称、所在地又は業種　(3)資本金額　(4)役員等の氏名　(5)個人業者の氏名

　(6)支配人の氏名　(7)建設業法施行令第３条に規定する使用人 (8)　建設業法第7条第2号　に規定する営業所に置かれる専任の技術者

建設業法第15条第2号

について変更があつたので届出をします。

　殿

許可年月日

◎【商号又は名称、代表者又は個人の氏名、主たる営業所の所在地、資本金額等の変更に関する入力事項】

連絡先

ファックス番号　　０ ４ ８ －６ ０ ０ －××××

所属等　　建設産業第一課 氏名　　中国　一郎 電話番号　　０ ４ ８ －６ ０ １ －３ １ ５ １

（千円）
又 は 出 資 総 額

, ,

資 本 金 額
４ ４

3 5 10

電 話 番 号郵 便 番 号 ４ ３

20

－

3 5 6 10 15

23 25 30 35 40

20

主たる営業 所の
所 在 地

４ ２

都道府県名 市区町村名

3 5 10 15

主たる営業 所の
所在地市区 町村
コ ー ド

3 5

４ １

3 5 10

代 表 者 又 は
個 人 の 氏 名

４ ０

代表者又は 個人
の氏名のフリガナ

３ ９

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

商 号 又 は 名 称 ３ ８

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

３ ７

　変更の内容が、次の◎【商号又は名称、代表者又は個人の氏名、主たる営業所の所在地、資本金額等の変更に関する入力事項】又は第二面の◎【営業
しようとする建設業、従たる営業所の所在地の変更、新設、廃止に関する入力事項】の各欄に掲げる事項に係る場合には、該当する欄にも変更後の内容
を記入すること。

3 5 10 15 20

" － 中国　労太 令和〇年4月1日 労務管理

" － 中国　業太 令和〇年4月1日 業務運営

常勤役員等の変更 中国　経太 中国　常太 令和〇年4月1日

常勤役員等を直接に補佐する
者の追加 － 中国　財太 令和〇年4月1日 財務管理

　　　知事

記

届　出　事　項 変　　更　　前 変　　更　　後 変更年月日 備　　　　　考

9 0 1 2 3法 人 番 号 ３ ６ 1 2

3 5 10 15

3 4 5 6 7 8

3

0 4 月 0 1 日5 号 令和 0 5 年第 0 1 2 3 4許可（
般

－ ）
特

国土交通大臣

下記のとおり、

令和　〇　年　４ 　月　１ 　日

　 　 　 　 （ 登記上） 広島県広島市中区上八丁堀６ －３ ０
　 　 　 　 （ 事実上） 広島県広島市中区八丁堀２ 番１ ５ 号
　 　 　 　 株式会社　 中国建設
　 　 　 　 　 代表取締役　 中国　 太郎

中国地方整備局長

北海道開発局長

知事 届出者

10 11 13 155

許 可 番 号 ３ ５ 0 0

項 番

大臣
コード

知事

（用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ６

変　更　届　出　書

（第一面）

0 5

常勤役員等を直接に補佐する者を変更
する場合には、備考欄にどの業務を担
当するかを明記する。

3
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許可年月日

（従たる営業所）

フリガナ　　　　トウキョウエイギョ ウショ

（従たる営業所）

フリガナ　　　　オカヤマエイギョウショ

（従たる営業所）

フリガナ　　　　オオサカエイギョウショ

大阪府 大阪市中央区

30

変更前

3 5 10 15 20 25

営 業 し よ う
8 8

と す る 建 設 業

消 清板 ガ 塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ 解
（

１．一般
２．特定

）
絶 通 園 井 具 水

1

土 建 大 左 と 石 屋 電

4 2 ー 1 1 4電 話 番 号 0 6 ー 6 90 － 8 5 8 6郵 便 番 号 8 7 5 4

3 5 6 10 15 20

23 25 30 35 40

4 4手 前 1 ー 5 ー

3 5 10 15 20

従たる営業所の
所 在 地

8 6 大

7 1 2 2 都道府県名 市区町村名

内
　
　
容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5 2

名 称

23 25 30 35 40

20

従 た る 営 業 所 の
8 4 大 阪 営 業 所

3 5 10 15

11

1

30

変更前 2 2

3 5 10 15 20 25

営 業 し よ う
8 8 2

と す る 建 設 業

消 清板 ガ 塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ 解
（

１．一般
２．特定

）
絶 通 園 井 具 水土 建 大 左 と 石 屋 電

電 話 番 号－郵 便 番 号 8 7

3 5 6 10 15 20

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

従たる営業所の
所 在 地

8 6

都道府県名 市区町村名

内
　
　
容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5

名 称

23 25 30 35 40

20

従 た る 営 業 所 の
8 4 岡 山 営 業 所

3 5 10 15

30

変更前 1 1

3 5 10 15 20 25

1
営 業 し よ う

8 8 1
と す る 建 設 業

消 清板 ガ 塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ

1

解
（

１．一般
２．特定

）
絶 通 園 井 具 水土 建 大 左 と 石 屋 電

電 話 番 号－郵 便 番 号 8 7

3 5 6 10 15 20

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

従たる営業所の
所 在 地

8 6

都道府県名 市区町村名

内
　
　
容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5

名 称

23 25 30 35 40

20

従 た る 営 業 所 の
8 4 東 京 営 業 所

3 5 10 15

1 1 1

30

変更前 2

と す る 建 設 業

3 5 10 15 20 25

1 1 1

30

（
１．一般
２．特定

）営 業 し よ う
8 3 2

3 5 10 15 20 25

2

井 具 水 消 清 解防 内 機 絶 通 園筋 舗しゆ板 ガ 塗石 屋 電 管 タ 鋼

（主たる営業所）

土 建 大 左 と

0 1 日
知事 特

◎【営業しようとする建設業、従たる営業所の所在地の変更、新設、廃止に関する入力事項】

0 5 年 0 4 月2 3 4 5 号 令和
般

－ ）第 0 1

15

許 可 番 号 8 2 0 0
国土交通大臣

許可（

項 番 3 5 10 11 13

２．営業しようとする建設業
　　又は従たる営業所の所在地の変更

３．従たる営業所
　　の新設

４．従たる営業所
　　の廃止

大臣
コード

知事

（用紙Ａ４）

（第二面）
項 番 3

区 分 8 1 2

主たる営業所の業種を追加する場合
（例：特定のとび・土工・コンクリート工事業を追加）

0 5

従たる営業所の業種を追加する場合
（例：一般の鋼構造物工事業を追加）

燈枠内については変更がないようであれば、記載不要

従たる営業所の業種を廃止する場合
（例：特定の土木工事業、一般の管工事業を廃止）

燈枠内については変更がないようであれば、記載不要

燈枠内については変更がないようであれば、記載不要

従たる営業所の所在地のみを変更する場合

緑枠内は市区町村コードに対応するように記入する

紫枠内は市区町村コード以下の「番地」等を記入する

区分２：営業所の業種・所在地変更

5



許可年月日

（従たる営業所）

フリガナ　　　　トウキョウエイギョ ウショ

東京都 千代田区

（従たる営業所）

フリガナ

（従たる営業所）

フリガナ

30

変更前

3 5 10 15 20 25

営 業 し よ う
8 8

と す る 建 設 業

消 清板 ガ 塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ 解
（

１．一般
２．特定

）
絶 通 園 井 具 水土 建 大 左 と 石 屋 電

電 話 番 号－郵 便 番 号 8 7

3 5 6 10 15 20

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

従たる営業所の
所 在 地

8 6

都道府県名 市区町村名

内
　
　
容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5

名 称

23 25 30 35 40

20

従 た る 営 業 所 の
8 4

3 5 10 15

30

変更前

3 5 10 15 20 25

営 業 し よ う
8 8

と す る 建 設 業

消 清板 ガ 塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ 解
（

１．一般
２．特定

）
絶 通 園 井 具 水土 建 大 左 と 石 屋 電

電 話 番 号－郵 便 番 号 8 7

3 5 6 10 15 20

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

従たる営業所の
所 在 地

8 6

都道府県名 市区町村名

内
　
　
容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5

名 称

23 25 30 35 40

20

従 た る 営 業 所 の
8 4

3 5 10 15

30

変更前

3 5 10 15 20 25

1
営 業 し よ う

8 8 1
と す る 建 設 業

消 清板 ガ 塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ

1

解
（

１．一般
２．特定

）
絶 通 園 井 具 水

1

土 建 大 左 と 石 屋 電

5 3 － 8 1 1電 話 番 号 0 3 － 5 20 － 8 9 1 8郵 便 番 号 8 7 1 0

3 5 6 10 15 20

23 25 30 35 40

3が 関 2 － 1 －

3 5 10 15 20

従たる営業所の
所 在 地

8 6 霞

3 1 0 1 都道府県名 市区町村名

内
　
　
容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5 1

名 称

23 25 30 35 40

20

従 た る 営 業 所 の
8 4 東 京 営 業 所

3 5 10 15

30

変更前

と す る 建 設 業

3 5 10 15 20 25

30

（
１．一般
２．特定

）営 業 し よ う
8 3

3 5 10 15 20 25

井 具 水 消 清 解防 内 機 絶 通 園筋 舗しゆ板 ガ 塗石 屋 電 管 タ 鋼

（主たる営業所）

土 建 大 左 と

0 1 日
知事 特

◎【営業しようとする建設業、従たる営業所の所在地の変更、新設、廃止に関する入力事項】

0 5 年 0 4 月2 3 4 5 号 令和
般

－ ）第 0 1

15

許 可 番 号 8 2 0 0
国土交通大臣

許可（

項 番 3 5 10 11 13

２．営業しようとする建設業
　　又は従たる営業所の所在地の変更

３．従たる営業所
　　の新設

４．従たる営業所
　　の廃止

大臣
コード

知事

（用紙Ａ４）

（第二面）
項 番 3

区 分 8 1 3

０２

赤枠内は全て記入する

区分３：営業所の新設

0 5

6



許可年月日

（従たる営業所）

フリガナ　トウキョウエイギョウショ

（従たる営業所）

フリガナ

（従たる営業所）

フリガナ

30

変更前

3 5 10 15 20 25

営 業 し よ う
8 8

と す る 建 設 業

消 清板 ガ 塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ 解
（

１．一般
２．特定

）
絶 通 園 井 具 水土 建 大 左 と 石 屋 電

電 話 番 号－郵 便 番 号 8 7

3 5 6 10 15 20

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

従たる営業所の
所 在 地

8 6

都道府県名 市区町村名

内
　
　
容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5

名 称

23 25 30 35 40

20

従 た る 営 業 所 の
8 4

3 5 10 15

30

変更前

3 5 10 15 20 25

営 業 し よ う
8 8

と す る 建 設 業

消 清板 ガ 塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ 解
（

１．一般
２．特定

）
絶 通 園 井 具 水土 建 大 左 と 石 屋 電

電 話 番 号－郵 便 番 号 8 7

3 5 6 10 15 20

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

従たる営業所の
所 在 地

8 6

都道府県名 市区町村名

内
　
　
容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5

名 称

23 25 30 35 40

20

従 た る 営 業 所 の
8 4

3 5 10 15

30

変更前

3 5 10 15 20 25

営 業 し よ う
8 8

と す る 建 設 業

消 清板 ガ 塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ 解
（

１．一般
２．特定

）
絶 通 園 井 具 水土 建 大 左 と 石 屋 電

電 話 番 号－郵 便 番 号 8 7

3 5 6 10 15 20

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

従たる営業所の
所 在 地

8 6

都道府県名 市区町村名

内
　
　
容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5

名 称

23 25 30 35 40

20

従 た る 営 業 所 の
8 4 東 京 支 店

3 5 10 15

30

変更前

と す る 建 設 業

3 5 10 15 20 25

30

（
１．一般
２．特定

）営 業 し よ う
8 3

3 5 10 15 20 25

井 具 水 消 清 解防 内 機 絶 通 園筋 舗しゆ板 ガ 塗石 屋 電 管 タ 鋼

（主たる営業所）

土 建 大 左 と

0 1 日
知事 特

◎【営業しようとする建設業、従たる営業所の所在地の変更、新設、廃止に関する入力事項】

0 5 年 0 4 月2 3 4 5 号 令和
般

－ ）第 0 1

15

許 可 番 号 8 2 0 0
国土交通大臣

許可（

項 番 3 5 10 11 13

２．営業しようとする建設業
　　又は従たる営業所の所在地の変更

３．従たる営業所
　　の新設

４．従たる営業所
　　の廃止

大臣
コード

知事

（用紙Ａ４）

（第二面）
項 番 3

区 分 8 1 4

０２

廃止する営業所の名称のみを記入する

区分４：営業所の廃止

0 5

7



（２）　下記のとおり、専任の技術者の交替に伴う削除の届出をします。

殿

１．新規許可 ２．営業所技術者等の担当業種 ３．営業所技術 ４．営業所技術者等の交 ５．営業所技術者等が置かれ

　　等 　　又は有資格区分の変更 　　者等の追加 　　替に伴う削除 　　る営業所のみの変更

許可年月日

（フリガナ）

（フリガナ）

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

（フリガナ）

様式第八号（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ３

中国地方整備局長
北海道開発局長 申請者

知事 届出者

営業所技術者等証明書（新規・変更）

（１）　下記のとおり、
建設業法第７条第２号

に規定する専任の技術者を営業所に置いていることに相違ありません。
建設業法第15条第２号

令和　〇　年　４ 　月　１ 　日

　 　 　 　 （ 登記上） 広島県広島市中区上八丁堀６ －３ ０
　 　 　 　 （ 事実上） 広島県広島市中区八丁堀２ 番１ ５ 号
　 　 　 　 株式会社　 中国建設
　 　 　 　 　 代表取締役　 中国　 太郎

大臣
コード

知事
3 5 10

項 番 3

区 分 ６ １ 2

11 13 15

許 可 番 号 ６ ２ 0 0
国土交通大臣

4 月 0 1 日
知事 特

号 令和 0 5 年 00 1 2 3 4 5許可（
般

－ ）第

記

項 番 フリガナ チュウゴク 　 ゴロウ 元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

3 5 10 15

郎

18 20

氏 名 ６ ３ チ ュ 中 国 日

土 建 大 左 と 石 屋 電 管

年 0 1 月 0 1生年月日 S 6 0五

内 機 絶タ 鋼 筋 舗しゆ板

今 後担 当す る建
６ ４ 9

清 解
3 5 10 15 20 25 30

通 園 井 具 水 消ガ 塗 防

9
設 工 事 の 種 類

現在担当している
建 設工 事の 種類

9

7 7 7

7 7 7

７ ８
3 5 7 9 11 13 15 17

１ ２ ３ ４ ５ ６

変 更、 追加 又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
令和　○　年　４ 　月　１ 　日 （ 旧 所 属 ） 本店

有 資 格 区 分 ６ ５ 2 0

20

氏 名 ６ ３ チ

営 業所 技術 者等
の 住 所

住民票上の住所（ 居所の住所）
営業所の名称
（ 新 所 属 ） 本店

項 番 フリガナ チュウゴク 　 ハナコ

3 5

生年月日ュ 中 国 花 子

10

管 タ 鋼 筋

月

園 井

15 18

通舗しゆ板 ガ 塗 防 機 絶

0 1 日

土 建 大 左 と 石

S 6 0 年 0 1

具 水 消 清 解屋 電
3 5 10 15 20

内
25 30

今 後担 当す る建
設 工 事 の 種 類

６ ４ 9 9 7

現在担当している
建 設工 事の 種類

9 9

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
3 5 7 9 11 13 15 17

変 更、 追加 又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
令和　○　年　４ 　月　１ 　日 （旧所属） 滋賀営業所

2 0 2 9有 資 格 区 分 ６ ５ 1 3

5 10 15 18 20

営 業所 技術 者等
の 住 所

住民票上の住所（ 居所の住所）
営業所の名称
（新所属） 滋賀営業所

項 番 フリガナ チュウゴク 　 ゴロウ 元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

3

生年月日 S中 国 五 郎氏 名 ６ ３ チ ュ

タ 鋼 筋 舗

0 1 日

土 建 大 左 と 石 屋

6 0 年 0 1 月

水 消 清 解
3 5 10 15 20 25

機 絶 通 園 井 具しゆ板 ガ 塗 防 内電 管
30

今 後担 当す る建
設 工 事 の 種 類

６ ４ 9

現在担当している
建 設工 事の 種類

9 7

有 資 格 区 分 ６ ５ 2 0

７ ８
3 5 7 9 11 13 15 17

１ ２ ３ ４ ５ ６

営 業所 技術 者等
の 住 所

住民票上の住所（ 居所の住所）
営業所の名称
（新所属） 京都営業所

変 更、 追加 又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
令和　○　年　４ 　月　１ 　日 （旧所属） 京都営業所

0 5

営業所技術者等の担
当業種

担当業種を追加する場
合（特定の「と」を追
加）

担当業種・有資格区分
を追加する場合
（一般の「管」（１級
管工事施工管理技士）
を追加）

上下段ともに同じ営業
所の名称を記載する。
ただし、営業所が変更
になる場合は、該当す
る旧所属、新所属を記
載する。

項番６４、６５に記
載する番号（コー
ド）は手引き「別紙
②有資格コード一
覧」参照

有資格区分を追加する場合は、追加分も
併せた、今後担当する業種に対応する全
ての有資格区分コードを記載する

担当業種を削除する場
合（一般の「内」を削
除）

8



（２）　下記のとおり、専任の技術者の交替に伴う削除の届出をします。

殿

１．新規許可 ２．営業所技術者等の担当業種 ３．営業所技術 ４．営業所技術者等の交 ５．営業所技術者等が置かれ

　　等 　　又は有資格区分の変更 　　者等の追加 　　替に伴う削除 　　る営業所のみの変更

許可年月日

（フリガナ）

（フリガナ）

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

（フリガナ）

様式第八号（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ３

中国　地方整備局長
北海道開発局長 申請者

知事 届出者

営業所技術者等証明書（新規・変更）

（１）　下記のとおり、
建設業法第７条第２号

に規定する専任の技術者を営業所に置いていることに相違ありません。
建設業法第15条第２号

令和　〇　年　４ 　月　１ 　日

　 　 　 　 （ 登記上） 広島県広島市中区上八丁堀６ －３ ０
　 　 　 　 （ 事実上） 広島県広島市中区八丁堀２ 番１ ５ 号
　 　 　 　 株式会社　 中国建設
　 　 　 　 　 代表取締役　 中国　 太郎

大臣
コード

知事
3 5 10

項 番 3

区 分 ６ １ 3

11 13 15

許 可 番 号 ６ ２ 0 0
国土交通大臣

4 月 0 1 日
知事 特

号 令和 0 5 年 00 1 2 3 4 5許可（
般

－ ）第

記

項 番 フリガナ チュウゴク 　 シロウ 元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

3 5 10 15

郎

18 20

氏 名 ６ ３ チ ュ 中 国 日

土 建 大 左 と 石 屋 電 管

年 0 1 月 0 1生年月日 S 6 0四

内 機 絶タ 鋼 筋 舗しゆ板

今 後担 当す る建
６ ４ 9

清 解
3 5 10 15 20 25 30

通 園 井 具 水 消ガ 塗 防

設 工 事 の 種 類

現在担当している
建 設工 事の 種類

７ ８
3 5 7 9 11 13 15 17

１ ２ ３ ４ ５ ６

変 更、 追加 又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
令和　○　年　４ 　月　１ 　日 （ 旧 所 属 ）

有 資 格 区 分 ６ ５ 1 3

営 業所 技術 者等
の 住 所

住民票上の住所（ 居所の住所）
営業所の名称
（ 新 所 属 ） 本店

項 番 フリガナ

3 5 10 15 18 20

氏 名 ６ ３

土 建 大 左 電 管 タ 鋼 筋

年 月 日生年月日

具 水 消 清 解園 井
25 303 5 10 15 20

内 機 絶 通舗しゆ板 ガ 塗 防屋と 石

今 後担 当す る建
設 工 事 の 種 類

６ ４

現在担当している
建 設工 事の 種類

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
3 5 7 9 11 13 15 17

変 更、 追加 又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
令和　　 　年　　 　月　　 　日 （旧所属）

有 資 格 区 分 ６ ５

15 18 20

営 業所 技術 者等
の 住 所

営業所の名称
（新所属）

項 番 フリガナ 元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

3

氏 名 ６ ３

5 10

タ 鋼 筋 舗

年 月 日

土 建 大 左 と 石 屋

生年月日

水 消 清 解
3 5 10 15 20 25

機 絶 通 園 井 具しゆ板 ガ 塗 防 内電 管
30

今 後担 当す る建
設 工 事 の 種 類

６ ４

現在担当している
建 設工 事の 種類

有 資 格 区 分 ６ ５

７ ８
3 5 7 9 11 13 15 17

１ ２ ３ ４ ５ ６

営 業所 技術 者等
の 住 所

営業所の名称
（新所属）

変 更、 追加 又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
令和　　 　年　　 　月　　 　日 （旧所属）

0 5

営業所技術者等の追加

項番６４、６５に記載する番号
（コード）は手引き「別紙②有資格
コード一覧」参照

営業所の名称は下段にの
み記載する

営業所技術者等を追加する場合は、項番６４の上段にのみ記載する

0 5

9



（２）　下記のとおり、専任の技術者の交替に伴う削除の届出をします。

殿

１．新規許可 ２．営業所技術者等の担当業種 ３．営業所技術 ４．営業所技術者等の交 ５．営業所技術者等が置かれ

　　等 　　又は有資格区分の変更 　　者の追加 　　替に伴う削除 　　る営業所のみの変更

許可年月日

（フリガナ）

（フリガナ）

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

（フリガナ）

様式第八号（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ３

中国　地方整備局長
北海道開発局長 申請者

知事 届出者

営業所技術者等証明書（新規・変更）

（１）　下記のとおり、
建設業法第７条第２号

に規定する専任の技術者を営業所に置いていることに相違ありません。
建設業法第15条第２号

令和　〇　年　４ 　月　１ 　日

　 　 　 　 （ 登記上） 広島県広島市中区上八丁堀６ －３ ０
　 　 　 　 （ 事実上） 広島県広島市中区八丁堀２ 番１ ５ 号
　 　 　 　 株式会社　 中国建設
　 　 　 　 　 代表取締役　 中国　 太郎

大臣
コード

知事
3 5 10

項 番 3

区 分 ６ １ 4

11 13 15

許 可 番 号 ６ ２ 0 0
国土交通大臣

4 月 0 1 日
知事 特

号 令和 0 5 年 00 1 2 3 4 5許可（
般

－ ）第

記

項 番 フリガナ チュウゴク 　 サブロウ 元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

3 5 10 15

郎

18 20

氏 名 ６ ３ チ ュ 中 国 日

土 建 大 左 と 石 屋 電 管

年 0 1 月 0 1生年月日 S 6 0三

内 機 絶タ 鋼 筋 舗しゆ板

今 後担 当す る建
６ ４

清 解
3 5 10 15 20 25 30

通 園 井 具 水 消ガ 塗 防

設 工 事 の 種 類

現在担当している
建 設工 事の 種類

9

７ ８
3 5 7 9 11 13 15 17

１ ２ ３ ４ ５ ６

変 更、 追加 又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
令和　○　年　４ 　月　１ 　日 （ 旧 所 属 ） 本店

有 資 格 区 分 ６ ５ 1 3

営 業所 技術 者等
の 住 所

住民票上の住所（ 居所の住所）
営業所の名称
（ 新 所 属 ）

項 番 フリガナ

3 5 10 15 18 20

氏 名 ６ ３

土 建 大 左 電 管 タ 鋼 筋

年 月 日生年月日

具 水 消 清 解園 井
25 303 5 10 15 20

内 機 絶 通舗しゆ板 ガ 塗 防屋と 石

今 後担 当す る建
設 工 事 の 種 類

６ ４

現在担当している
建 設工 事の 種類

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
3 5 7 9 11 13 15 17

変 更、 追加 又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
令和　　　年　　　月　　　日 （旧所属）

有 資 格 区 分 ６ ５

15 18 20

営 業所 技術 者等
の 住 所

営業所の名称
（新所属）

項 番 フリガナ 元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

3

氏 名 ６ ３

5 10

タ 鋼 筋 舗

年 月 日

土 建 大 左 と 石 屋

生年月日

水 消 清 解
3 5 10 15 20 25

機 絶 通 園 井 具しゆ板 ガ 塗 防 内電 管
30

今 後担 当す る建
設 工 事 の 種 類

６ ４

現在担当している
建 設工 事の 種類

有 資 格 区 分 ６ ５

７ ８
3 5 7 9 11 13 15 17

１ ２ ３ ４ ５ ６

営 業所 技術 者等
の 住 所

営業所の名称
（新所属）

変 更、 追加 又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
令和　　　年　　　月　　　日 （旧所属）

0 5

営業所技術者等の交替に伴う削除

営業所技術者等を交替に伴い削除する場合は、項番６４の下段にのみ記載する

項番６４、６５に記載する番号
（コード）は手引き「別紙②有資格
コード一覧」参照。登録中の有資格

営業所の名称は上段にのみ
記載する

0 5

10



（２）　下記のとおり、専任の技術者の交替に伴う削除の届出をします。

殿

１．新規許可 ２．営業所技術者等の担当業種 ３．営業所技術 ４．営業所技術者等の交 ５．営業所技術者等が置かれ

　　等 　　又は有資格区分の変更 　　者等の追加 　　替に伴う削除 　　る営業所のみの変更

許可年月日

（フリガナ）

（フリガナ）

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

（フリガナ）

様式第八号（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ３

中国　地方整備局長
北海道開発局長 申請者

知事 届出者

営業所技術者等証明書（新規・変更）

（１）　下記のとおり、
建設業法第７条第２号

に規定する専任の技術者を営業所に置いていることに相違ありません。
建設業法第15条第２号

令和　〇　年　４ 　月　１ 　日

　 　 　 　 （ 登記上） 広島県広島市中区上八丁堀６ －３ ０
　 　 　 　 （ 事実上） 広島県広島市中区八丁堀２ 番１ ５ 号
　 　 　 　 株式会社　 中国建設
　 　 　 　 　 代表取締役　 中国　 太郎

大臣
コード

知事
3 5 10

項 番 3

区 分 ６ １ 5

11 13 15

許 可 番 号 ６ ２ 0 0
国土交通大臣

4 月 0 1 日
知事 特

号 令和 0 5 年 00 1 2 3 4 5許可（
般

－ ）第

記

項 番 フリガナ チュウゴク 　 ゴロウ 元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

3 5 10 15

郎

18 20

氏 名 ６ ３ チ ュ 中 国 日

土 建 大 左 と 石 屋 電 管

年 0 1 月 0 1生年月日 S 6 0五

内 機 絶タ 鋼 筋 舗しゆ板

今 後担 当す る建
６ ４ 9

清 解
3 5 10 15 20 25 30

通 園 井 具 水 消ガ 塗 防

設 工 事 の 種 類

現在担当している
建 設工 事の 種類

9

7

7

７ ８
3 5 7 9 11 13 15 17

１ ２ ３ ４ ５ ６

変 更、 追加 又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
令和　○　年　４ 　月　１ 　日 （ 旧 所 属 ） 神戸営業所

有 資 格 区 分 ６ ５ 2 0

営 業所 技術 者等
の 住 所

住民票上の住所（ 居所の住所）
営業所の名称
（ 新 所 属 ） 京都営業所

項 番 フリガナ

3 5 10 15 18 20

氏 名 ６ ３

土 建 大 左 電 管 タ 鋼 筋

年 月 日生年月日

具 水 消 清 解園 井
25 303 5 10 15 20

内 機 絶 通舗しゆ板 ガ 塗 防屋と 石

今 後担 当す る建
設 工 事 の 種 類

６ ４

現在担当している
建 設工 事の 種類

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
3 5 7 9 11 13 15 17

変 更、 追加 又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
令和　　　年　　　月　　　日 （旧所属）

有 資 格 区 分 ６ ５

15 18 20

営 業所 技術 者等
の 住 所

営業所の名称
（新所属）

項 番 フリガナ 元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

3

氏 名 ６ ３

5 10

タ 鋼 筋 舗

年 月 日

土 建 大 左 と 石 屋

生年月日

水 消 清 解
3 5 10 15 20 25

機 絶 通 園 井 具しゆ板 ガ 塗 防 内電 管
30

今 後担 当す る建
設 工 事 の 種 類

６ ４

現在担当している
建 設工 事の 種類

有 資 格 区 分 ６ ５

７ ８
3 5 7 9 11 13 15 17

１ ２ ３ ４ ５ ６

営 業所 技術 者等
の 住 所

営業所の名称
（新所属）

変 更、 追加 又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
令和　　　年　　　月　　　日 （旧所属）

0 5

営業所技術者等が置かれる営業所のみの変更

項番６４、６５に記載する番号
（コード）は手引き「別紙②有資格
コード一覧」参照

項番６４は上下段と
もに同じ業種コード
を記載する

上段（旧所属）に
異動前の営業所の
名称を、下段（新
所属）に異動後の
営業所の名称を、
それぞれ記載する
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様式第二十二号の三（第十条の二関係）

（１）　建設業法第７条第１号に掲げる基準を満たさ

殿

許可年月日

具体的事由

届　　　　　　　出　　　　　　　書

　　　なくなつた

（２）　建設業法第７条第２号又は同法第15条第２号

　　 に掲げる基準を満たさなくなつた

（３）　営業所技術者等を削除した

（４）　欠格要件に該当するに至つた

（用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ８

許 可 番 号 ５ １ 0 0

令和　〇　年　４ 　月　１ 　日

　
　 　 　 　 広島県広島市中区八丁堀２ －１ ５
　 　 　 　 株式会社　 中国建設
　 　 　 　 　 代表取締役　 中国　 太郎

中国地方整備局長

北海道開発局長

知事 届 出 者

10 11 13 15

項 番
大臣

コード
知事

3 5

0 1 0 5 年2 3 4
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
知事 特

日

0 4 月 0 1 日

記

　　　　　　　　　　　　　(1)　建設業法第７条第１号に掲げる基準〔経営業務の管理責任者等〕を満たさなくなつた場合

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

3 5 10 13 14 16 18

5 号 令和第

　　　　　　　　　　　　　(3)　建設業法第７条第２号又は同法第15条第２号に掲げる基準〔専任の技術者〕を満たさなくなつた場合

　　　　　　　　　　　　　(4)　営業所技術者等を削除した場合

年生年月日氏 名 ５ ２ 月

５ ３ 中 国

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

3 5 10 13 14 16 18

日

営 業 所 の 名 称 八丁堀営業所 建設工事の種類 土、 と 、 鋼

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

年 0 1 月 0 1生年月日 S 6 0八 郎氏 名

18

氏 名 ５ ３

3 5 10 13 14 16

月 日

営 業 所 の 名 称 建設工事の種類

生年月日 年

３

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

3 5 10 13 14 16 18

日

営 業 所 の 名 称 建設工事の種類

　　　　　　　　　　　　　(5)　建設業法第８条第１号及び第７号から第13号までに規定する欠格要件に該当するに至つた場合

年 月生年月日氏 名 ５

50

経営業務の管理責任者、営業所技術者等（担当する全ての業種において後任者がいない場合）の削
除

〇

（１）～（４）に届出事項に該当するものがある場合は〇をつけ

届出事項に該
当するものが
ある場合は〇
をつける。

〇

補佐人を削除する場合は項番52へ記入する。
その場合（１）の〇は不要。

ので届出をします。
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様式第二十二号の四（第十条の三関係）

殿

許可年月日

【備考】

令和　　　年　　　月　　　日

（１）　許可に係る建設業者が死亡したため

（２）　法人が合併により消滅したため

（３）　法人が破産手続開始の決定により解散したため

（４）　法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したため

（５）　許可を受けた建設業を廃止したため

（用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ９

項 番 3

届 出 の 区 分 ５ ４ 2

廃　　　業　　　届

下記のとおり、建設業を廃止したので届出をします。

令和　〇　年　４ 　月　１ 　日

　 　 　 　 広島県広島市中区八丁堀２ －１ ５
　 　 　 　 株式会社　 中国建設
　 　 　 　 　 代表取締役　 中国　 太郎

中国地方整備局長
北海道開発局長

知事 届出者

11 13 15

（
１．全部の業種の廃業

）
２．一部の業種の廃業

大臣
コード

知事

許 可 番 号 ５ ５ 0 0

3 5 10

第 0 1 2 3 4
国土交通大臣

許可（
般

－ ）
知事 特

0 4 月 0 1 日5 号 令和 0 5 年

記

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 清 解園 井 具 水 消通ガ 塗 防 内 機 絶タ 鋼 筋 舗しゆ板

1

（
１．一般
２．特定

）

届 出 時 に 許 可 を
受けている建設業

3 5 10 15 20

廃 止 し た 建 設 業 ５ ６

25 30

７ 1 1

3

行政庁側記入欄
整理区分

５ ８

５ 1

3 5 7

決裁年月日 ５ ９ 令和 日

廃業等の年月日

廃 業 等 の 理 由

年 月

0 5

〇

※注意※

項番58、59は行政庁側記入欄の
ため、届出者は記入しないこと。

廃業日は必ず記入。

該当する理由を〇で囲む。

項番56には、廃業する業種を記載する。
・全部廃業 → 全許可業種(下段と同じ業種)

・一部廃業 → 廃業する業種のみ

・一部廃業の場合は、営業所技術者等の変更届(様式第
二十二号の二、様式第八号、または様式二十二号の二、
様式二十二号の三)を同時に提出。
・従たる営業所で営業する業種に変更がある場合は、
届出書(様式二十二の二(第一面、第二面))を同時に提出。
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